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改正食品衛生法に関するご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、令和 2 年 6 月 1 日に施行された食品衛生法の一部改正により、「食品用器具・容器包装に

ついて安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト(以後 PL)制度」が導入さ

れました。 

改正に伴い令和 7年 5月 31日までの経過措置が満了し、同 6月 1日以降は PL掲載原料を使用し

た製品のみが食品用器具・容器包装について使用が可能となります。 

弊社では、本 PL 制度に適合する製品を 3 製品ラインナップしております。食品用器具・容器包

装用途について検討賜りましたら幸いです。 

 

今後とも倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

1． 改正食品衛生法 食品用器具・容器包装規格(PL制度)適合製品 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ネオデラック 2020FF 各艶 

   ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ウレボンフラット 580MX PL 各艶※1 

   VATON-FX＃501透明※2 

※1 受注数量に制限がございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。 

※2 透明のみの適合となります。色物は PL 適合ではございません。 

 

2． 従来の食品衛生法適合製品について 

PL適合ではございませんが、引き続き食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（昭和 34年厚

生省告示 370号）に適合する安全性を有しております。 

また別途、食品衛生法のおもちゃの塗膜規格である、おもちゃ又はその原材料の規格に適合

した製品もございます。詳細は担当営業までお問い合わせください。                  

                                        以上 


